
 

 

自 治 会 集 会 所 建 設 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 事 務 取 扱 要 領  

 

１  自 治 会 集 会 所 建 設 事 業 補 助 金 交 付 要 綱（ 以 下「 要 綱 」と い う 。）第 １ 条

中 の 「 増 築 」 、 「 補 修 」 と は 、 次 の 場 合 を い う 。  

（ １ ） 増 築 と は 、 集 会 所 の 同 じ 棟 続 き で 、 延 床 面 積 が 増 加 す る も の を い

う 。  

（ ２ ） 補 修 と は 、 集 会 所 の 建 物 本 体 が 破 損 し た 部 分 を 修 繕 す る 場 合 の 他

建 物 の 老 朽 化 に よ る 改 修 工 事 、バ リ ア フ リ ー 化 、シ ロ ア リ 被 害 に よ る

改 修 工 事 等 を 含 む も の と す る 。  

２  要 綱 第 ３ 条 中 「 市 長 の 認 め る 対 象 事 業 経 費 」 と は 、 次 の も の を い う 。  

 （ １ ） 集 会 所 の 本 体 と な る 建 物 の 新 築 ・ 増 築 及 び 補 修 工 事 費  

   こ の 場 合 、 集 会 所 の 棟 続 き で 集 会 所 と し て の 機 能 を 果 た す た め に 必  

要 な 次 の 施 設 は 、集 会 所 の 本 体 と し て 取 り 扱 う 。た だ し 、集 会 所 と 棟

続 き で は な い 又 は 同 一 敷 地 外 の 次 の エ の 施 設 に つ い て も 、集 会 所 の 本

体 と み な す 。  

       ア  会 議 室  

    イ  便 所  

    ウ  炊 事 場  

    エ  物 置 （ 基 礎 の な い も の を 除 く 。 ）  

    オ  電 気 、 ガ ス 、 給 排 水 施 設 （ 太 陽 光 発 電 設 備 等 を 除 く 。 ）  

    カ  エ ア コ ン  

（ ２ ） 新 築 ・ 増 築 及 び 補 修 工 事 に 伴 う 次 の 諸 費 用  

  ア  設 計 委 託 料  

    イ  建 築 確 認 手 数 料 及 び 完 了 検 査 料  

    ウ  給 排 水 設 備 の 設 置 、 改 修 に 伴 う 初 期 費 用 （ 水 道 加 入 金 等 ）  

 （ ３ ）既 存 建 物 の 購 入 に 際 し て 、既 存 建 物 を 集 会 所 用 途 に 供 す る た め に 必

要 な 改 修 費 及 び 修 繕 費  

   こ の 場 合 、取 得 の 同 一 年 度 内 若 し く は 取 得 後 ６ ヶ 月 以 内 の 改 修 及 び 修

繕 に 限 る も の と す る 。な お 、当 該 経 費 は 既 存 建 物 の 購 入 と 同 一 事 業 経

費 と し 、 補 助 金 の 最 高 限 度 額 は ５ ０ ０ 万 円 と す る 。  

３  前 項 の 規 定 に 関 ら ず 、次 の 費 用 に つ い て は 、「 市 長 の 認 め る 対 象 事 業 経

費 」 と し て は 取 り 扱 わ な い 。  

 （ １ ）  建 設 用 地 取 得 費  

（ ２ ）  土 地 造 成 費  

（ ３ ）  旧 建 物 の 解 体 、 撤 去 費  

 （ ４ ）  外 構 工 事 費  

 （ ５ ）  公 共 下 水 道 及 び 農 業 ・ 漁 業 集 落 排 水 等 の 公 共 ま す 設 置 費  

４  要 綱 第 ３ 条 中「 補 償 金 」と は 、集 会 所 の 本 体 と な る 建 物 の 建 設 に 対 す る

補 償 金 を い い 、土 地 の 取 得 及 び 旧 建 物 の 解 体 、撤 去 に 対 す る 補 償 金 は 含 ま



 

 

な い 。  

５  こ の 要 綱 に よ る 補 助 を 受 け て 自 治 会 集 会 所 を 新 築・増 築 及 び 新 規 購 入 し

た 自 治 会 に あ っ て は 、天 災 等 に よ り 市 長 が 特 に 補 助 の 必 要 を 認 め た 場 合 を

除 き 、そ の 後 ２ ０ 年 間 は 新 築・増 築 及 び 新 規 購 入 に 要 す る 経 費 に 対 し 重 ね

て 補 助 し な い も の と す る 。  

６  こ の 要 綱 に よ る 補 助 を 受 け て 自 治 会 集 会 所 を 新 築・増 築 及 び 新 規 購 入 し

た 自 治 会 に あ っ て は 、天 災 等 に よ り 市 長 が 特 に 補 助 の 必 要 を 認 め た 場 合 を

除 き 、そ の 後 １ ０ 年 間 は 補 修 に 要 す る 経 費 に 対 し 重 ね て 補 助 し な い も の と

す る 。  

７  こ の 要 綱 に よ る 補 助 を 受 け て 自 治 会 集 会 所 を 補 修 し た 自 治 会 に あ っ て

は 、市 長 が 特 に 補 助 の 必 要 性 を 認 め た 場 合 を 除 き 、そ の 後 ３ 年 間 は 重 ね て

補 助 し な い も の と す る 。（ た だ し 、合 併 前 の 要 綱 に 基 づ い た 補 助 は 年 数 制

限 の 対 象 と は し な い も の と す る 。 ）  

８  前 ３ 項 の 期 間 の 計 算 は 、 補 助 を 受 け た 翌 年 度 ４ 月 １ 日 を 起 算 と し 、

１ 年 未 満 の 期 間 を 切 り 上 げ る も の と す る 。  


